
 

農地中間管理事業による農用地等の借り手を募集します 

 

 公益財団法人やまがた農業支援センターでは、今年度も以下のとおり農用地等の借受希望者を募

集します。 

 

１ 応募方法 

  農用地等の借受希望者の募集・受付は市町村担当窓口で行います。申込用紙は新庄市農林課の

窓口にありますので、所定の事項を記入のうえ、ご提出ください。 

 

２ 募集期間 

   令和３年５月７日（金） から 令和４年２月 28日（月） まで 

 

３ 取りまとめ日 

   １回目 令和３年 ７月 30日（金）   ２回目 令和３年 ８月 31日（火） 

   ３回目 令和３年 10月 31日（日）   ４回目 令和３年 11月 30日（火） 

   ５回目 令和３年 12月 28日（火）   ６回目 令和４年 ２月 28日（月） 

※上記日に取りまとめのうえ公表します。 

 

４ 募集区域 

   募集の対象となる区域については、下記のホームページか市農林課窓口でご確認ください。  

借受希望区域が新庄市以外の場合は、当該市町村への申込みが必要です。 

 

５ その他 

   農地の貸付希望の申し出は、随時受け付けています。新庄市再生協議会（市農林課）に申込

書がございますので、記入の上ご提出ください。 

 

◎機構集積協力金（経営転換協力金）について 

  リタイア・部門縮小のため農地中間管理機構を通して受け手に貸付を行った方に対し、経営転 

換協力金の交付を行っておりますが、令和３年９月以降は地域集積協力金と一体的に取り組む場 

合のみ対象となります。活用を検討されている方はお早めのお手続きをお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

水田リノベーション事業が採択されました！ 
 ２月にお申込みいただいた水田リノベーション事業について、「新市場開拓用米（輸出米）」、  

「加工用米」、「高収益作物（加工・業務用）」が採択されましたので、お知らせします。 

 なお、申請時に取組みを予定していたものについて、下記の書類が必要となりますので、ご準備

くださるようお願いします。 

 

◎取組別提出必要書類（新市場開拓用米・加工用米） 

番号 低コスト生産等の取組 必要書類 

１ 直播栽培 

作業日誌、取組み状況がわかる写真 

２ 疎植栽培 

３ 高密度播種育苗栽培 

４ プール育苗 

５ 温湯種子消毒 

６ 効率的な移植栽培 

７ 作期分散 作業日誌、種子購入伝票 

８ 土壌診断等を踏まえた施肥・土づくり 作業日誌、肥料購入伝票、分析結果 

９ 効率的な施肥 

作業日誌、取組み状況がわかる写真 

（肥料または農薬の購入伝票） 

10 効率的な農薬処理 

11 化学肥料の使用量低減 

12 化学農薬の使用量低減 

13 多収品種の導入 作業日誌、種子購入伝票 

14 
農業機械の共同利用 作業日誌、共同利用契約書等 

（取組み状況がわかる写真） 

15 スマート農業機器の活用 作業日誌、取組み状況がわかる写真 

 ○地域特認メニューが追加されています 

番号 低コスト生産等の取組 必要書類 

16 

ケイ酸質肥料の散布 

（農林水産大臣または都道府県知事に登録

された肥料が対象） 

作業日誌、肥料購入伝票 

17 

省力的な農薬散布 

（投げ込み式または流し込み式の薬剤（フロ

アブル剤、パック剤、豆粒剤等）の使用） 

作業日誌、取組み状況がわかる写真 

 ※上記メニューの中で変更も可能です。上記の中から、３つ以上の取組を確実に実施してください。 

 

◎その他 

 水田リノベーション事業の採択を受けた取組面積は、４万円/10ａの支援を受けることが出来ます

が、加工用米・新市場開拓用米について「水田活用直接支払交付金」の２万円/10a の交付は受ける

ことができませんのでご注意ください。 

個人ごとの取組面積、数量については後日個別にお知らせします。 

不明な点がございましたら、新庄市役所農林課農政企画室へお問い合わせください。 

 

【お問合せ先】 農政企画室 22-2111（内線 264・270） 

 農家全戸配布  令和３年４月２７日 （４１７号） －お問合せ－ 

新 庄 市 農 林 課 

 0 2 3 3 - 2 9 - 5 8 3 5 

Fax.0233-22-0989 
農業だより 

【相談窓口・お問い合わせ先】 

①公益財団法人やまがた農業支援センター 

 ＴＥＬ：023-631-0697 ＦＡＸ：023-624-6019 

 ＵＲＬ：http://www.yamagata-nogyo-sc.or.jp 

②新庄市農林課 ℡0233-29-5835（直通） 



環境保全型農業直接支払交付金について 

化学肥料・化学合成農薬を県の慣行レベルから原則５割以上低減する取組と合わせて行う、地球

温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動を支援します。 

 

１ 支援要件（原則 全て満たす必要があります） 

・複数の農業者で構成される任意組織であること（規約・組織の口座が必要） 

・主作物について販売することを目的に生産を行っていること 

・第三者機関による特別栽培農産物認証を受けていること 

・国際水準ＧＡＰに取り組むこと（認証の取得を求めるものではありません） 

・環境保全型農業の取組を広げる活動（技術向上や理解促進に係る活動など）に取り組むこと 

・新庄市内の農地で、かつ農業振興地域内の農地であること 

 

２ 支援の対象となる取組と交付単価（昨年度取組のあったものをご紹介します） 

対象取組 交付単価 

全
国
共
通
取
組 

カバークロップ（緑肥） 6,000円/10a  

堆肥の施用 

水  稲：概ね 0.5ｔ/10a以上施用 

     （堆肥の現物窒素含有率 0.8％以上） 
2,200円/10a 

水  稲：概ね 1.0ｔ/10a以上施用 

     （堆肥の現物窒素含有率 0.8％未満） 

水稲以外：概ね 1.5ｔ/10a以上施用 

4,400円/10a  

有機農業 

そば等雑穀、飼料作物 3,000円/10a  

 上記以外 12,000円/10a  

 

このうち炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合 

※土壌診断と合わせ、堆肥の施用・ｶﾊﾞｰｸﾛｯﾌﾟ・ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾏﾙﾁ・草生

栽培のいずれかを実施すること 

14,000円/10a  

             冬期湛水管理 8,000円/10a  

  ①：畦畔補強等を実施しないもの 7,000円/10a  

  ②：有機質肥料を投入しないもの 5,000円/10a  

  ③：①、②両方にあてはまるもの 4,000円/10a  

※同一ほ場での交付金併用はできませんので、いずれかをお選びください。 

※本交付金と、（同じ取組内容でもらう）別の国交付金や補助金と併用はできません。 

※予算の範囲内での交付となりますので、全国の申請状況により上記単価から減額されることが 

あります。 

 

３ その他 

 ※取組みを予定される方は令和３年６月３０日まで農林課農政企画室へ営農活動計画書を提出 

する必要があります。 

 様式や詳細等につきましては、以下までお問い合わせください。 

 

【お問合せ先】 農政企画室 22-2111（内線 270・264）  


